改葬手続き
桜木霊園の墓地・桜木霊堂（納骨堂）の遺骨の改葬手続きは次のとおりです。

使用者が、桜木霊園管理事務所に来所してください。
使用者以外の場合は、委任状２通、使用者及び代理人の身分証明書（運転免許証・保険証等）を持参してください。
必要書類等　１　改葬許可申請書
２　墓地使用許可証又は桜木霊堂使用許可証

３　印鑑（認印）

４　身分証明書（運転免許証・保険証等）
５　埋蔵等証明手数料　　３００円

ご注意　　　１　墓地使用許可証又は桜木霊堂使用許可証を紛失した場合　　　

再交付申請書を提出し、手数料３００円を納入してください。

代理人申請の場合は、使用許可証を使用者の現住所へ郵送します。

　　　　　　　２　使用者の住所氏名変更届を提出していない場合　
住所氏名変更届を提出し、手数料３００円を納入してください。

　　　　　　　　　　　必要書類　・住所変更の場合　　住民票　…　世帯全員の本籍・続柄が記載され、
来所日の１か月以内に発行されたもの
　　　　　　　　　　　　　　　　・氏名変更の場合　　戸籍謄本　…　氏名変更内容が記載され、来所日の
６か月以内に発行されたもの
３　桜木霊堂の使用期間が過ぎている場合　　
桜木霊堂（納骨堂）使用許可申請書を提出し桜木霊堂使用料を納入してください。

手続き手順は１→２→３→４の順です
　１　桜木霊園管理事務所にて　
①改葬許可申請書に記入・押印してください。
（死亡者欄）本籍・住所・氏名・性別・死亡年月日・火葬場所・火葬年月日・改葬理由・改葬場所
（申請者欄）住所・氏名・死亡者との続柄・墓地使用者等との続柄
代理人申請の場合は、委任状を添付してください。
②改葬許可申請書に埋蔵等の証明印を押してお渡しします。

　２　生活衛生課（市役所向い中央CC１階）にて　
①改葬許可申請書を提出してください。代理人申請の場合は、委任状を添付してください。

②改葬許可証をお渡しします。
　３　桜木霊園管理事務所にて　
・桜木霊堂の改葬の場合　
①改葬許可証を提示し、返還届・桜木霊堂使用許可証を提出してください。
②遺骨をお渡しします。
・墓地改葬後も墓地の使用を継続する場合
　　遺骨を移転する際に、改葬許可証と墓地使用許可証を提示してください。
・墓地改葬後は墓地の使用を終了する場合
墓石・遺骨を移動し墓地を原状に復した後、改葬許可証を提示し、下記の書類を提出してください。
墓地返還届・墓地使用許可証・返還金申請書・口座振替申請書（銀行口座番号を記載）・請求書
　４　改葬先に改葬許可証等を提出して納骨　　　手続きを改葬先の管理者に確認してください。
